
 

 

秋をゆっくり味わう間もなく、急に寒さを感じる季節となりました。１２月は師走（しわす）と言われ

るように、新しい年をむかえる準備をする忙しい月です。みなさん、大掃除の計画は立てましたか。 

大掃除は日本の伝統的な習慣であり、年末に１年分の汚れをおとし、新年を 

清々しい気持ちで始められるようにする目的があります。きれいに整えられ

た部屋や教室は、ストレスを感じにくく気分がよくなります。また、集中力を

高め、勉強しやすい環境となります。 

部屋や教室だけではありません。みなさんの机の中はきれいになっていま

すか。ロッカーやランドセルの中はどうですか。いつ配られたのか忘れて  

しまったプリントがくしゃくしゃに丸まっていませんか。身の回りの整理を

することは、持ち物をなくさないことにもつながります。 

 「大掃除はめんどうだな」と思っている人もいるでしょう。人は、もともときれいなところはそのまま

きれいに使おうとし、汚いところはよごしても気にならない、といわれています。もともと部屋や教室が

きれいであれば、落ちているごみは目立つので、落とした人や気付いた人は拾って

ごみ箱に捨てるでしょう。東京ディズニーリゾートでは、つねにパーク全体がきれ

いに清掃されているので、ごみを投げ捨てる人はほとんど見かけません。ごみが  

落ちていることが普通ではない場所では、心理的にごみを捨てにくくするものです。 

普段の掃除ではきれいにできなかった場所もあると思います。年末の「大掃除」を

よい機会として、１年間お世話になった場所をきれいにして、その状態を保つよう

にしましょう。 

 

 

 １１月９日（土）東部台文化会館にて第５５回千葉県青少年補導員大会が行われ

ました。長年、千葉県内で補導員として活動されている方への表彰と、茂原市補導

員による事例発表、講師による記念講演が行われました。 

補導員事例発表では、補導員の石川愛李さん・伊藤靜花さんが 

「茂原市の現状と補導活動について」というテーマで発表しまし

た。スライドを使って、補導員の活動と適切な環境づくり活動  

(落書き・ごみの放置への対応)について、丁寧な発表がありました。 

 

 

  

 

   № 

令和６年１２月号 

 

 茂原市教育委員会 
茂原市青少年指導センター 
〒２９７－００３７ 
茂原市早野１７－１ 
相談電話 ０４７５－２２－００８０ 
一般電話 ０４７５－２２－４４６６ 
F A X ０４７５－２２－００８０ 

―「くす」の感想をお聞かせください！ － 

青少年指導センターでは、広報紙「くす」をより多くの人に読んでいただけるよう、 

紙面の充実を図っております。 

スマートフォン等で二次元コードを読み取り、ご感想やご意見をいただければ幸いです。 

参加者に大人気！「モバりん」 茂原市補導員による「事例発表」 



 

 

≪補導状況≫ １３件 

自転車の乗り方について その他 

並進 あごひも 右側通行 迷惑行為 

４ ４ ２ ３ 

 

≪相談状況≫ １２件 

家庭生活 SNS その他 

４ １ ７ 

 

 

≪不審者情報≫ ８件

◎これまでの不審者情報については、茂原市ＨＰ「わが街ガイド」に掲載しています。 

右側の二次元コードを読み込むと、わが街ガイドのサイトにアクセスすることができます。 

 

 

 

 

月/日 時間 場 所 概 要 不審者の特徴 対 応 

10／22 16：45 高 師 
「ちょっといい？」声をかけられ、うろう

ろと付きまとわれた。 

60代男性 

白シャツ・黒ズボン 

青少年指導センター

巡回強化 

 

警察への通報済 

10／23 7：50 町 保 
「おはよう」と声をかけられ、のぞくよう

な不審なしぐさをしていた。 

３０代男性 

白シャツ 

10／28 17：00 中の島 
公園でじろじろ見られ、帰宅のときに間を

あけてついてきた。 

３０代男性・黒い服 

白マスク・黒縁メガネ 

10／28 17：00 アスモ付近 
「動画撮ろう」と声をかけられ、断ると、

ついてこようとした。 

３０代男性 

東南アジア系 白シャツ 

10／24 

下校中 綱 島 

隣に乗用車が停車し、窓を開けてじっと見

てきた。 ５０代男性 

白の軽自動車 
10／28 

停止していた車が後をついてきた。止まる

と、乗用車も止まった。 

10／30 15：00 鷲 巣 
路上で女性から声をかけられた。何度か 

抜かされることを繰り返された。 
外国の女性 

10／31 15：30 下永吉 
見られている気がした。しばらく後をつけ

られた。 
７０～８０代男性 

※自転車の「ながら運転」罰則が新設されました！ 

（１１月１日より施行） 

（違反者） 

・６か月以下の懲役または１０万円以下の 

罰金 

（危険を生じさせた場合） 

・１年以下の懲役または３０万円以下の 

罰金 

青少年の補導・相談状況 不審者情報 令和６年１０月１７日～令和６年１１月１７日までを掲載 

☆ モ バ り ん 相 談 ☆ 
悩んだら  悩み始めたら  話してすっきり  ひとりで悩まないで！ 

家庭生活  学校生活  いじめ  不登校  非行  何でも相談してください。 
 
茂原市青少年指導センター モバりん相談窓口  

○電話相談 ０４７５－２２－００８０  ○メール相談 
  （平日９時～１６時３０分）       seishonen@city.mobara.chiba.jp 

巡回をしていると、１１月以降も  
「ながら運転」が見られます。 
大変危険ですので、やめましょう！ 


